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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月24日(2010.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　融合タンパク質および医薬的に許容される担体を含む治療用組成物であって、前記融合
タンパク質は、ＧＬＰ－１および少なくとも１つのエラスチン様タンパク質（ＥＬＰ）成
分を含み、ＧＬＰ－１は、その非融合対応物と比較して血液循環において延長された半減
期を有する、治療用組成物。
【請求項２】
　前記ＥＬＰ成分は、配列番号１～１２から選択される反復単位を１つ以上含む、請求項
１に記載の治療用組成物。
【請求項３】
　前記ＥＬＰ成分は、ＶＰＧＸＧ、ＩＰＧＸＧ、および／またはＬＰＧＸＧの反復を含み
、各Ｘは、独立して選択される天然アミノ酸である、請求項２に記載の治療用組成物。
【請求項４】
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　各Ｘは、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グル
タミン、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニ
ルアラニン、セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、およびバリン残基から独
立して選択される、請求項３に記載の治療用組成物。
【請求項５】
　前記ＥＬＰ成分は、ＶＰＧＸＧ反復を含み、各Ｘは、約５：２：３の割合のＶ、Ａ、及
びＧである、請求項３に記載の治療用組成物。
【請求項６】
　前記ＥＬＰ成分は、１０、２０、３０、６０、９０、１２０、１５０、または１８０の
ＶＰＧＸＧ反復単位を含む、請求項５に記載の治療用組成物。
【請求項７】
　前記ＥＬＰ成分は、ＶＰＧＸＧ反復を含み、各Ｘは、約１：２：１の割合のＫ、Ｖ、お
よびＦである、請求項３に記載の治療用組成物。
【請求項８】
　前記ＥＬＰ成分は、４、８、１６、３２、６４、または１２８のＶＰＧＸＧ反復単位を
含む、請求項７に記載の治療用組成物。
【請求項９】
　前記ＥＬＰ成分は、少なくとも９０の反復単位を含む、請求項４～８のいずれか１項に
記載の治療用組成物。
【請求項１０】
　前記ＥＬＰ成分は、１２０の反復単位を含む、請求項９に記載の治療用組成物。
【請求項１１】
　前記ＥＬＰ成分は、ＶＰＧＸＧ反復を含み、各Ｘは、約１：７：１の割合のＫ、Ｖ、お
よびＦである、請求項３に記載の治療用組成物。
【請求項１２】
　前記ＥＬＰ成分は、７２の９単位反復を含む、請求項１１に記載の治療用組成物。
【請求項１３】
　前記ＥＬＰ成分は、１４４の９単位反復を含む、請求項１１に記載の治療用組成物。
【請求項１４】
　前記ＥＬＰ成分は、ＶＰＧＸＧ反復を含み、Ｘは、バリンである、請求項３に記載の治
療用組成物。
【請求項１５】
　前記ＥＬＰ成分は、ＩＰＧＸＧ反復を含み、Ｘは、バリンである、請求項３に記載の治
療用組成物。
【請求項１６】
　前記ＥＬＰ成分は、ＬＰＧＸＧ反復を含み、Ｘは、バリンである、請求項３に記載の治
療用組成物。
【請求項１７】
　前記ＥＬＰ成分は、少なくとも１つのＡＶＧＶＰ反復単位を含む、請求項２に記載の治
療用組成物。
【請求項１８】
　前記ＥＬＰ成分は、３０の反復単位を含む、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の
治療用組成物。
【請求項１９】
　前記ＥＬＰ成分は、ＧＬＰ－１のＣ末端で共有結合している、請求項１～１８のいずれ
か１項に記載の治療用組成物。
【請求項２０】
　ＧＬＰ－１と前記ＥＬＰ成分との間にスペーサー配列をさらに含む、請求項１～１９の
いずれか１項に記載の治療用組成物。
【請求項２１】
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　前記組成物が非経口投与用に製剤化される、請求項１～２０のいずれか１項に記載の治
療用組成物。
【請求項２２】
　前記組成物が皮下投与、筋内投与、静脈内投与用に製剤化される、請求項２１に記載の
治療用組成物。
【請求項２３】
　治療による処置方法で使用するための、請求項１～２２のいずれか１項に記載の治療用
組成物。
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